
担当課

落札者

管財課

契約書に添付された「別紙」（写し）と、「説明

書」及び「別紙」（各々原本）を照合した後に、

 契約する。契約決裁終了後、担当課に返却。

「別紙」の写しを契約書の最後部に添付して袋綴じにし、

担当課から渡された（課長印が押印済の）「説明書」と

  「別紙」（各々原本）と一緒に、管財課に提出する。

提出された「説明書」及び「別紙」の内容を確認し、「説

明書」に課長印を受けた後に、原本を落札者に渡す。

すぐ渡せないときは、後日連絡の上、落札者に渡す。

建設リサイクル法対象工事の契約に係る事務手続(フロー図）

契約の完了を確認し

た後に、建築指導課

 に通知書を提出する。

（取扱いの変更・平成１４年１０月１０日より）

※下線部が変更箇所

落札者に、「説明書」

及び「別紙」（３種）の

 様式を渡す。

「説明書」及び該当する｢別紙」に

必要事項を記載し、担当課に提

 出する。


